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／
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健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
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ス
ポ
ー
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・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お
知
ら
せ
／

募
集

お知らせ／募集
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

● 

お
知
ら
せ

市
長
の
資
産
な
ど
を
公
開

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め

の
摂
津
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
資
産

等
（
補
充
）
報
告
書
」「
所
得

等
報
告
書
」「
関
連
会
社
等
報

告
書
」
を
、
市
役
所
１
階
・
情

報
コ
ー
ナ
ー
で
公
開
し
ま
す
。

　
各
報
告
書
の
「
閲
覧
」
ま
た

は「
写
し
の
交
付（
有
料
）」は
、

所
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　
秘
書
課
へ

情
報
公
開
条
例
の
運
用
状
況

　

前
年
度
の
「
情
報
公
開
条

例
」
の
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
詳
細
は
、
市
役
所
１

階
・
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
総
務
課
）
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

■
情
報
公
開
条
例

　
市
が
持
っ
て
い
る
情
報
（
行

政
文
書
）
を
、
市
民
の
請
求
に

応
じ
て
公
開
（
閲
覧
・
写
し
の

交
付
）
す
る
制
度
で
す
。

公
開
請
求
等
件
数　
１
０
７
件

（
処
理
状
況
▽
公
開
33
件
▽
部

分
公
開
51
件
▽
非
公
開
１
件
▽

文
書
不
存
在
20
件
▽
取
下
げ
２

件
）

問
合
せ　
総
務
課
へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ら
く
ら
く
申
請

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
を
出
張
受
付
し
ま
す
。

持
ち
物　
通
知
カ
ー
ド
、
本
人

確
認
書
類
※
持
参
の
な
い
場
合

は
申
請
書
の
お
渡
し
の
み

日
時
＝
場
所　
▽
７
月
12
日
㈬

＝
味
生
公
民
館
▽
26
日
㈬
＝
新

鳥
飼
公
民
館
※
い
ず
れ
も
午
後

２
時
〜
４
時
※
カ
ー
ド
は
後

日
、
市
役
所
で
交
付

問
合
せ　
市
民
課
へ

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
交
付

　
７
月
３
日
㈪
か
ら
、
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
（
電
動

キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
）
に
お
け
る

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付

を
開
始
し
ま
す
。
※
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

問
合
せ　
市
民
税
課
へ

鳥
飼
・
鳥
飼
東
小
学
校
の

統
合
に
関
す
る
説
明
会

　
鳥
飼
小
学
校
と
鳥
飼
東
小
学

校
と
の
統
合
に
関
す
る
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
場
所　
▽
７
月
30
日
㈰

午
前
10
時
か
ら
＝
鳥
飼
小
学
校

体
育
館
▽
８
月
２
日
㈬
午
後
７

時
か
ら
＝
鳥
飼
東
小
学
校
体
育

館
で
※
内
容
は
同
じ

問
合
せ　
教
育
政
策
課
へ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
・

保
健
セ
ン
タ
ー
外
壁
工
事

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
・
保

健
セ
ン
タ
ー
の
外
壁
な
ど
の
改

修
工
事
を
行
い
ま
す
。
貸
室
は

通
常
ど
お
り
使
用
で
き
ま
す
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
の
駐
輪

場
所
が
変
更
と
な
り
ま
す
。
※

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

期
間　
来
年
３
月
ま
で
の
予
定

問
合
せ　
自
治
振
興
課
へ

国
保
料
土
曜
・
夜
間
相
談

　
７
月
22
日
㈯
午
前
９
時
〜
12

時
、
27
日
㈭
午
後
５
時
半
〜
８

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
１
５
５
５
へ
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

　
７
月
22
日
㈯
午
前
９
時
〜
12

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
６
１
３
３
へ
。

問
合
せ　
納
税
課
へ

鳥
飼
仁
和
寺
大
橋

回
数
券
払
い
戻
し
の
期
限

　
鳥
飼
仁
和
寺
大
橋
有
料
道
路

の
回
数
通
行
券
の
利
用
は
、
２

月
末
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し

た
。
同
通
行
券
の
払
い
戻
し
期

限
は
、
令
和
６
年
２
月
末
日
で

す
。
お
早
め
に
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ　
大
阪
府
道
路
公
社
☎

06
（
６
９
４
１
）
２
５
１
１
へ

東
一
津
屋
地
区
周
辺
清
掃

　
７
月
25
日
㈫
に
、
東
一
津
屋

地
区
周
辺
の
ご
み
拾
い
を
行
い

ま
す
。
※
雨
天
中
止
※
健
幸
マ

イ
レ
ー
ジ
対
象

集
合
時
間　
午
前
９
時
半

場
所　
東
一
津
屋
公
園

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

発
売
期
間　
７
月
４
日
㈫
〜
８

月
４
日
㈮
※
「
宝
く
じ
公
式
サ

イ
ト
」
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

購
入
も
可
能

問
合
せ　
（
公
財
）
大
阪

府
市
町
村
振
興
協
会
☎

06(
６
９
４
１)

７
４
４
１
へ

● 

募
集

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

参
加
者
募
集

　
鳥
飼
ま
ち
づ
く
り
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
の
具
体
化
に
向
け
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま

す
。
鳥
飼
地
域
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。
※
申

し
込
み
は
下
記
Ｑ

Ｒ
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ

対
象
エ
リ
ア　
居
住
性
向
上
エ

リ
ア
Ａ

問
合
せ　
政
策
推
進
課
鳥
飼
地

区
ま
ち
づ
く
り
担
当
へ

文
化
振
興
計
画
推
進

審
議
会
委
員
募
集

　

市
の
文
化
振
興
計
画
に
基
づ

く
事
業
の
進
捗
状
況
な
ど
を
調

査
審
議
す
る
委
員
を
３
人
募
集

し
ま
す
。

任
期　
委
嘱
日
か
ら
2
年
間

対
象　
20
歳
〜
74
歳
（
令
和
５

年
９
月
１
日
時
点
）
で
、
年
２

回
程
度
の
会
議
に
出
席
で
き
る

人
※
公
務
員
は
除
く

報
酬　
日
額
９
千
円

申
込
み　

７
月
19
日
㈬
ま
で
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／
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集

相

談

健

康

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

お
知
ら
せ
／

募
集

お知らせ／募集

に
、
原
稿
用
紙
な
ど
に
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番

号
・
応
募
動
機
・
市
の
文
化
振

興
に
つ
い
て（
４
０
０
字
程
度
）

を
書
い
て
、
市
役
所
２
階
・
文

化
ス
ポ
ー
ツ
課
へ
持
参
ま
た
は

郵
送
（
必
着・書
類
選
考
あ
り
）

問
合
せ　
同
課
へ

健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会

市
民
委
員
募
集

　
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
つ
い

て
意
見
を
求
め
る
た
め
、
一
般

公
募
委
員
を
１
〜
２
人
募
集
し

ま
す
。

内
容　
年
２
〜
５
回
の
会
議
へ

の
参
加
な
ど

任
期　
９
月
１
日
か
ら
2
年
間

対
象

20
歳
〜
74
歳
（
令
和
５

年
９
月
１
日
時
点
）
※
公
務
員

は
除
く

報
酬　
日
額
９
千
円

申
込
み　

７
月
20
日
㈭
ま
で

に
、
市
役
所
１
階
・
保
健
福
祉

課
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
可
）
の
応
募
用
紙

を
書
い
て
、
同
課
へ
持
参
ま
た

は
郵
送
（
消
印
有
効
・
書
類
選

考
あ
り
）

問
合
せ　
同
課
へ

災
害
廃
棄
物
処
理
計
画

意
見
を
募
集

　
自
然
災
害
に
よ
り
発
生
す
る

災
害
廃
棄
物
の
適
正
か
つ
迅
速

な
処
理
の
た
め
の
「
摂
津
市
災

害
廃
棄
物
処
理
計
画
」
に
つ
い

て
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
い
た

だ
い
た
意
見
へ
の
回
答
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま

す
。

閲
覧
期
間　
７
月
12
日
㈬
〜
８

月
10
日
㈭

閲
覧
場
所　
市
役
所
１
階
・
情

報
コ
ー
ナ
ー
、
４
階
・
環
境
政

策
課
、
環
境
業
務
課
（
環
境
セ

ン
タ
ー
内
）、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ザ
、
別
府
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、
各
公
民
館
、
各
図

書
館
、
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
、
正

雀
市
民
ル
ー
ム

意
見
の
提
出
方
法　
８
月
10
日

㈭
ま
で
に
、
閲
覧
場
所
で
配
布

の
用
紙
を
書
い
て
、
環
境
業
務

課
へ
持
参
、
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

閲
覧
・
提
出
可

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊

短
期
派
遣
応
募
を
開
始

　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機

構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
は
、
開
発
途

上
国
で
現
地
の
人
々
と
同
じ
生

活
を
し
な
が
ら
、と
も
に
働
き
、

国
づ
く
り
に
貢
献
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

令
和
５
年
度
短
期
派
遣
の
応
募

は
、
７
月
４
日
㈫
か
ら
開
始
し

ま
す
。

問
合
せ　
（
公
社
）
青
年
海
外

協
力
協
会
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ａ
大
阪
☎

06
（
４
８
６
０
）
７
７
０
０
へ

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン

コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集

　
皆
さ
ん
が
育
て
た
グ
リ
ー
ン

カ
ー
テ
ン
の
写
真
を
募
集
し
ま

す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住
者
ま
た

は
市
内
事
業
者
・
団
体

応
募
条
件　
今
年
に
市
内
で
育

成
さ
れ
た
ゴ
ー
ヤ
な
ど
つ
る
性

植
物
（
１
年
草
）
の
カ
ー
テ
ン

応
募
期
間　
７
月
３
日
㈪
〜
９

月
４
日
㈪

結
果
発
表

11
月
予
定
。
入
賞

者
に
は
賞
状
と
記
念
品
を
贈
呈

応
募
方
法　
市
役
所
４
階
・
環

境
政
策
課
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ

ラ
ザ
、
別
府
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
、
各
公
民
館
で
配
布

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
可
）の
応
募
用
紙
を
書
い
て
、

全
景
写
真
１
枚
を
同
封
し
同
課

へ
郵
送
、
メ
ー
ル
ま
た
は
左
記

Ｑ
Ｒ
か
ら
回
答

問
合
せ　
同
課
へ

マイナンバーカード受け取りはお早めに
　マイナポイントの申込期限は、令和 5 年 9
月末までです（令和 5 年 2 月末までにマイ
ナンバーカードの申請をした人が対象）。
　8 月以降、カードの受取は混雑が予想され
ます。交付通知書が届いたら、お早めにご来
庁ください。
マイナンバーカード交付に係る休日開庁
　７月８日㈯・23 日㈰午前９時～ 12 時に、
カード交付に係る休日開庁を実施します。
※カード交付以外は実施していません
　交付通知書は、準備ができた人へ順番に送
付しています。必要書類などはそちらをご確
認ください。 問合せ　市民課へ

住民税均等割非課税世帯等に対する住民税均等割非課税世帯等に対する
物価高騰支援給付金（１世帯３万円）物価高騰支援給付金（１世帯３万円）
　物価高騰の影響を受けた世帯への支援とし
て、住民税非課税世帯などに対し
て給付金を支給します。
※詳細は右記 QR へ
●住民税非課税世帯
　7 月に対象世帯へ支払通知書（はがき）
または確認書（封書）を送付します。
　支払通知書が届いた世帯は、記載の口座に
給付金を振り込みます（手続き不要）。
　確認書が届いた世帯で要件を満たす場合
は、９月 29 日㈮までに返送が必要です。
●家計急変世帯
　令和６年２月 29 日㈭までに、申請書と必
要書類を市役所物価高騰支援給付金窓口へ郵
送または持参してください。
対象　令和５年１月以降、予期せず家計が急
変したことにより収入が減少し、世帯員全員
のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非
課税相当水準以下の世帯
問合せ　物価高騰支援給付金コールセンター
☎ 06（6170）1538 へ

△団体

△個人
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お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お知らせ／募集
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

　65 歳以上の人へ令和５年度分の保険料決定通知
書を送付します。納付書払いの人は、納期限まで
に保険料を納めてください。滞納すると介護保険
サービスの給付に制限がかかる場合があります。
●減免申請
▽被保険者または生計中心者の死亡・失業などに
　より、月の平均収入が以前より５割以上減少し
　た場合は、一部減免の申請ができます。
▽保険料の所得段階が第２・第３段階の人で、保
　険料の支払いが困難な場合は、一部減免の申請
　ができます。
※申請時期や適用する減免により、対象の保険料
　が異なります
※収入などの要件があります
※証明書類が必要な場合があります

７月中旬に介護保険料決定通知書を送付７月中旬に介護保険料決定通知書を送付

介護保険制度介護保険制度 問合せ　高齢介護課へ

７月下旬に高齢受給者証を送付
新しい高齢受給者証を 70 ～ 74 歳の国民健康

保険加入者に送付します。８月１日以降は、国民
健康保険被保険者証と併せて新しい高齢受給者証
をご提示ください。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

国民健康保険制度国民健康保険制度

国民健康保険限度額適用認定証の更新申請

医療機関窓口での支払いが限度額までとなる「国
民健康保険限度額適用認定証（国民健康保険限度
額適用・標準負担額減額認定証）」が必要な人は、
申請してください。（郵送可）

問合せ　国保年金課へ

問合せ　国保年金課へ

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度
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７月中旬に保険料額決定通知書を送付

普通徴収の人は、送付する納付書や口座振替、
スマートフォン決済で保険料を納付してください。
　特別徴収の人は、直接年金から天引きされます。

７月中旬に新しい被保険者証（橙色）を送付

新しい被保険者証を簡易書留で送付します。有
効期限は、令和６年７月 31 日までです。

有効期限が過ぎた被保険者証は使用できません
ので、市に返却するか破棄してください。

 医療費等の自己負担軽減

住民税非課税世帯に属する被保険者には「後期
高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を、
一部負担金の割合が 3 割で所得区分が現役並み所
得者Ⅰ・Ⅱの被保険者には「後期高齢者医療限度
額適用認定証」を、申請により交付します。医療
機関で提示すると、医療費などの自己負担が軽減
されることがあります。
※継続対象者には、7 月下旬に新しい認定証を普
　通郵便で送付（申請不要）

救急車を呼ぶか迷ったら、
 「救急安心センターおおさか」

＃ 7119 または 06（6582）7119
（24 時間・365 日対応）

５月の火災・救急件数
　★火災　　 　　　　1 件
　　　　　 （年間累計 6 件）
　★救急　　 　　 491 件
　　　（年間累計 2,379 件） 

救急件数のうち救急件数のうち 11 件は件は
熱中症によるものです！熱中症によるものです！

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

　経済的な理由などで、保険料の納付が困難で一
定の基準を満たす場合、申請により保険料が免除
または納付猶予される制度があります。
　令和５年度の免除・納付猶予申請は、７月３日
㈪から受け付けます。

　なお、免除や納付猶予期間があると将来受け取
る年金が減額されますが、10 年以内に追納する
ことで年金額を増やすことも可能です。


